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２ 平成２９年度重点施策 １６,２３４百万円

（再掲重複分を除いた計）

本県の合計特殊出生率は全国３位であるものの、平成２７年国勢調査の結果を見

ると、人口の減少スピードに歯止めがかかっておらず、県総合計画アクションプラ

ンの折り返しを迎える平成２９年度は、改めてこの問題に真正面から向き合い、本

県の未来を切り拓く中長期的な視点に立った施策を着実に推進していく必要があり

ます。

このため、次に掲げる施策に重点を置き、文化・スポーツ施策の充実など政策評

価の結果や、インフラのストック効果の最大化などの視点も踏まえながら、未来志

向の地方創生に取り組んでいきます。

(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化 ６,５７０百万円

本県の人口減少対策における重要課題である若者の流出抑制に向けて、県内就

職の促進・定着支援やＵＩＪターンの更なる促進等を図るとともに、都市との交

流促進、子育て支援とワークライフバランスの充実強化に取り組みます。

また、中山間地域においては、持続可能な暮らしづくりに向けて、交通・物流

ネットワークづくりや医療・福祉等の連携推進による地域生活の維持、所得の安

定・向上に取り組みます。

(2) 世界ブランドのみやざきづくりの推進 １,８４４百万円

本県の豊かな自然や伝統文化などを生かして、内外に向けた本県の発信力の強

化や魅力向上を図るため、世界ブランドへの登録やこれを生かした地域活性化に

取り組むとともに、新たな地域資源の掘り起こしや再評価を進めます。

また、文化・スポーツを通じた地域づくりに向けて、２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピック、本県開催となる国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭、国

民体育大会・全国障害者スポーツ大会を見据えた取組を進めます。

(3) 成長産業の育成加速化と新たな産業づくり ８,５１４百万円

良質な雇用の確保と地域経済の活性化を図るため、フードビジネスや医療機器

産業などの本県の強みや特性を生かした成長産業の育成加速化や、産学金労官が

一体となった企業・産業人財の育成などに取り組むとともに、次の時代の本県産

業をリードする新たな産業づくりを進めるため、農林水産業におけるＩｏＴなど

の先端技術の導入・活用や宮崎版観光ＤＭＯなどの展開を図ります。

2 平成29年度重点施策
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(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化 ６,５７０百万円

本県の人口減少対策における重要課題である若者の流出抑制に向けて、県内就職の

促進・定着支援やＵＩＪターンの更なる促進等を図るとともに、都市との交流促進、

子育て支援とワークライフバランスの充実強化に取り組みます。

また、中山間地域においては、持続可能な暮らしづくりに向けて、交通・物流ネッ

トワークづくりや医療・福祉等の連携推進による地域生活の維持、所得の安定・向上

に取り組みます。

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

② 都市との交流促進 ７百万円

○新都市と地方の連携で築くまち・ひと・しごと交流拡大事業（１百万円）

○新音楽でつなぐ都市と地方の市民交流拡大事業（２百万円）

○新都市と産地を結ぶ木づかいストーリーＰＲ事業（３百万円）

○新イノベーション促進・新事業創出推進事業（うち知的財産交流会）（１百万円）

① 若者の県外流出の抑制とＵＩＪターンの更なる促進 １,４２３百万円

○移住・ＵＩＪターン強化事業（５４百万円）

○新みやざき産業人財確保支援基金事業（１２２百万円）

○改みやざき林業入門塾等研修事業（３百万円）

○「みやざき林業青年アカデミー」等研修事業（２４百万円）

○プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業（２０百万円）

○改中小企業融資制度貸付金 創業・新分野進出支援貸付（１,０６７百万円）

○改宮崎でかなえる・つながる！高校生県内就職促進事業（６２百万円）

○宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業（３９百万円）

○改外国人留学生等就職促進事業（３百万円）

○改みやざき産業人財育成事業（４百万円）

○新高校生の県内企業理解・職場定着推進事業（２６百万円）

③ 子育て支援とワークライフバランスの充実強化 １,８５６百万円

○みやざき女性の活躍加速化事業（４百万円）

○不妊治療費等助成事業（９７百万円）

○新大学生が自らの未来を描くライフデザイン事業（３百万円）

○みやざき結婚サポート事業（２１百万円）

○子育て支援乳幼児医療費助成事業（９０５百万円）

○改保育教諭等確保支援事業（５百万円）

○みやざき子育てサポート・ファミサポ推進事業（１１百万円）

○放課後児童クラブ事業（６２６百万円）
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

※ 各事業の予算額及び各項目の合計額は、十万円単位で四捨五入（ただし、百万円未満のものは切上げ）して

いるため、各事業の予算額の合計額と各項目の合計額とは一致しない場合があります。（以下同じ。）

④ 持続可能な中山間地域の暮らしづくり ３,２８４百万円

○改地域鉄道維持・活性化支援事業（５百万円）

○新「みやざきジビエ」ブランド確立事業（２百万円）

○新はじめよう！「宮崎ひなた生活圏」づくり推進事業（５０百万円）

○新持続可能な地域づくり応援事業（４９百万円）

○農山漁村における所得安定・向上モデル事業（見守り・生活支援）（９百万円）

○訪問看護総合推進プロジェクト（７１百万円）

○改地域包括ケアシステム構築支援事業（２８百万円）

○医療・介護連携推進事業（７９百万円）

○新「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業（１１百万円）

○健康長寿社会づくり推進事業（９０百万円）

○改山村集落定住環境緊急整備事業（１６百万円）

○有害鳥獣捕獲等対策事業（６３百万円）

○水を貯え、災害に強い森林づくり事業（１７３百万円）

○新特用林産物資源活用推進事業（１百万円）

○改山の宝を活用した所得向上支援事業（４百万円）

○新中山間地域農業年収アップ支援事業（１２百万円）

○新世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）地域力育成支援事業（２７百万円）

○地域力を活かす鳥獣被害防止総合対策事業（５５５百万円）

○改東九州軸青果物輸送に向けたモーダルシフト加速化事業（３百万円）

○多面的機能支払制度推進事業（１,１４２百万円）

○中山間地域等直接支払制度推進事業（６８３百万円）

○建設産業経営基盤強化等支援事業（１９３百万円）

○改木造住宅耐震化推進事業（２０百万円）

○未来みやざき子育て県民運動推進強化事業（６百万円）

○改児童家庭支援センター設置運営事業（２４百万円）

○改虐待相談対応機能強化事業（６百万円）

○新退所児童等アフターケアセンター設置運営事業（８百万円）

○新児童養護施設小規模グループケア改修事業（１１百万円）

○ひとり親家庭キャリアアップ自立支援事業（２７百万円）

○改「働き方改革」シニア活躍応援事業（８百万円）

○新女性の就労アシスト事業（１１百万円）

○改学校の教育相談体制充実のための外部専門家活用事業（５０百万円）

○県立特別支援学校整備事業（３４百万円）
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① 若者の県外流出の抑制とＵＩＪターンの更なる促進

○移住・ＵＩＪターン強化事業（中山間・地域政策課） ５４百万円
人口減少に対応するため、本県の魅力の発信や受入体制の強化など、本県への移住・ＵＩＪ

ターンを促進することにより、都市部から本県への人の流れを創出する。

(1) 市町村、各種関係団体と連携した総合的な移住・ＵＩＪターンの推進

① 各種団体で構成する移住・ＵＩＪターン促進協議会において、官民が一体となって気運

醸成や情報発信等に取り組むとともに、移住希望者を支援する登録制度を実施

② 同窓会等（県人会、高校同窓会、本県出身の若者による集会イベント等）を活用した本

県の魅力や就職情報等のＰＲを実施

(2) 移住・ＵＩＪターン相談・案内体制

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを運営し、情報発信、相談対応等を行うとともに、

各市町村と連携して、都市部での移住セミナー等を実施

(3) 市町村における受入体制整備の支援

市町村が実施する都市部でのＰＲ、お試し滞在、空き家バンクの活用、移住後のフォロー

アップなど、移住・ＵＩＪターンの促進に係る取組を支援

・実施主体 市町村（補助率 １／２以内

ただし、全域が中山間地域である市町村は２／３以内）

【移住・ＵＩＪターン推進のイメージ】

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○新みやざき産業人財確保支援基金事業（フードビジネス推進課） １２２百万円
本県の将来を担う産業人財の県内企業等への就職及び定着を図るため、「みやざき産業人財

確保支援基金」を設置し、奨学金の返還支援に取り組む企業等を支援するとともに、県内企業

等や奨学金返還支援制度の内容等についての情報発信等を行う。

(1) みやざき産業人財確保支援基金設置事業

本県の将来を担う産業人財の県内企業等への就職及び定着を図るため「みやざき産業人財

確保支援基金」を造成

・平成２９年度基金造成額 １１８百万円

（奨学金返還支援分：１００百万円、普及啓発分：１８百万円）

(2) 奨学金返還支援事業

奨学金返還支援制度の内容等について周知を図るとともに、奨学金返還支援に取り組む県

内企業等の情報を奨学金の貸与を受けている大学生等に対して発信（平成２９年度は普及啓

発のみ。平成３０年度から県内企業等に就職した者への給付開始）

【奨学金返還支援制度の概要】

① 対象者

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程（以下「大学等」という。）

を卒業し県内企業等に就職した者

② 支援内容

大学等に在学中に貸与を受けた奨学金の要返還額の１／２を上限に、県内企業等に就職

した１年目、３年目、５年目に次の表のとおり給付

※ 高等専門学校卒業者については、要返還額のうち４～５年次の２年間に相当する額

を支援対象とする。

※ 給付額の１／４は県内企業等からの寄付を財源とする。

③ 支援対象者の決定等

支援対象者は、予算の範囲内で各年８０名程度とし、平成２９年度から平成３２年度ま

での４年間で決定

１年経過時点 ３年経過時点 ５年経過時点 計
大学院・６年制大学 １／２ 450 450 600 1,500
４年制大学 １／２ 300 300 400 1,000
短大・高専・専修学校専門課程 １／２ 150 150 200 500

給付率
給付限度額（千円）

みやざき産業人財
確保支援基金

宮崎県

①積立

対象学生

③ 支援額の１/４を
基金に寄付

県内企業

② 就職
日本学生
支援機構 等

就職後、
奨学金を返還

【事業イメージ】

④ 奨学金返還支援

【支援額（例）】
1,000千円（４年制大学卒）

県外企業

企業版ふるさと納税
による寄付

【対象学生を採用した企業の
寄付額（例）】
２５０千円（４年制大学卒）
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○改みやざき林業入門塾等研修事業（森林経営課） ３百万円
林業就業に興味を持つＵＩＪターン希望者等に対する県内でのおためし林業体験ツアーや林

業未経験の後継者等を対象にしたみやざき林業入門塾の実施等により、多様な林業担い手の育

成と地域林業の振興を図る。

(1) おためし林業体験ツアー

林業就業に興味を持つＵＩＪターン希望者等を対象に、県内の林業や山村の暮らしを体験

するツアーを実施

(2) みやざき林業入門塾

林業未経験の後継者等を対象に、森林経営や特用林産等の知識や技術に関する研修を実施

(3) フォレスター養成等研修

森林・林業に関して専門的知識や技術を有し、長期的・広域的な視点から市町村の森林整

備計画の策定を支援する森林総合監理士（フォレスター）の養成や市町村職員研修を実施

おためし林業体験ツアー みやざき林業入門塾 フォレスター養成等研修

（イメージ）

○「みやざき林業青年アカデミー」等研修事業（森林経営課） ２４百万円
将来的に林業経営を担う有望な人材に対し、林業への就業に向けた研修を行うとともに、研

修に専念できるよう必要な支援等を行い、新規就業者の確保と技術力の向上を図る。

(1) 「みやざき林業青年アカデミー」研修事業

① 研修事業

林業就業に必要な知識や技術を習得するための研修の実施

② 給付金事業

①の研修を受ける者に対する給付金の支給

③ 推進事業

給付事務及び制度普及活動等の実施

(2) 林業技術習得研修事業

大径木を安全で効率的に伐採できる技術者を養成

受 講 就 業

林業就業に必要な研修（年間1,200時間以上）

就 ・林業技術センター等における座学 林

業 ・林業現場における実習 業

希 ・林業就業に必要な資格等の取得講習 事

望 業

者 体

月額１２万５千円を給付 等

（条件：研修後１年以内に就業すること等）

給付金

「みやざき林業青年アカデミー」フロー図
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業（商工政策課 経営金融支援室）
２０百万円

プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、県内企業の攻めの経営や経営改善意欲を喚起す

るとともに、販路開拓、生産性向上等に豊富な経験を有する都市部の人材と企業とのマッチン

グを支援することにより、企業の成長戦略の実現を促進する。

(1) プロフェッショナル人材戦略マネージャー等を配置した戦略拠点を設置

(2) 地域金融機関や商工団体等と連携し、企業の成長に必要な人材ニーズの掘り起こしを行う

ための企業訪問を実施

(3) 民間人材会社を活用し、都市部のプロフェッショナル人材と企業とのマッチングを支援

(4) 中小企業等に対する採用後のフォローアップ

○改中小企業融資制度貸付金 創業・新分野進出支援貸付
（商工政策課 経営金融支援室） １,０６７百万円

融資枠： ３,２００百万円
「創業・新分野進出支援貸付」を拡充し、保証料率を優遇する特別枠の貸付対象者に新たに

「ＵＩＪターン者」を追加することで、起業意欲のあるＵＩＪターン者が個性や経験・能力を

生かして、県内で開業しやすい環境の整備を図る。

女 性

シニア(55歳以上)

若者(30歳未満) に加え の開業を金融面
から支援

「創業・新分野進出支援貸付（開業）」の拡充

地域応援

ＵＩＪターン者
ＵＩＪターン
者の移住・
定住の促進

特別枠対象者
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○改宮崎でかなえる・つながる！高校生県内就職促進事業（雇用労働政策課）
６２百万円

高校と県内企業の接点を強化し、生徒や保護者等が地元企業の魅力を知る機会の提供やキャ

リア教育支援に取り組むことにより、高校生の県内就職の促進を図る。

(1) 高校・企業ネットワーク強化事業

① 私立高校と県内企業をつなぐ「県内就職支援員」が、県立高校の就職支援エリアコーデ

ィネーターと連携し、高校への企業情報の提供や高校と企業の担当者等による情報交換会

を開催

② 生徒や教師を対象とした企業見学会を開催

③ 保護者を対象とした就職に関する説明会や企業見学会を開催

(2) 宮崎版デュアルシステム構築モデル事業

ものづくり分野やＩＣＴ分野、商業分野において、県内企業と高校が連携し、企業の現場

等を教材にした実践的な教育を展開

(3) 高校生等企業ガイダンス開催事業

高校２年生や保護者等を対象に、県内企業の魅力をＰＲする合同企業説明会を県内３地区

で開催

(4) 県内就職・進学体験フェア開催事業

高校１年生や保護者等に県内の就職・進学先を紹介するため、県内の大学や専門学校、企

業等が一堂に会する体験フェアを開催

(5) 県内企業の魅力発信・採用力強化事業

① 県内企業のＰＲ動画を集約し、ＤＶＤを作成して県内全ての高校に配布するとともに、

ウェブ上でも広く配信

② 企業の採用力強化を図るセミナーを開催

(6) 九州・山口連携ＵＩＪターン促進事業

ＵＩＪターンを促進するため、九州・山口８県共同で、首都圏での企業説明会や地元企業

でのインターンシップ等を実施

企業の現場での実習の様子 県内就職・進学先体験フェアの様子

※関連する取組として｢高校生の県内企業理解・職場定着推進事業（p.31）｣参照
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業（雇用労働政策課） ３９百万円
県内企業情報の発信やきめ細かな就職支援、マッチングの場の提供等を行うことにより、県

内への就職促進を図る。

(1) 宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター運営事業

地方版ハローワークとして、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおいて、県の「ふ

るさと宮崎人材バンク」とハローワークの求人情報を活用した無料職業紹介等を実施

(2) 県内企業インターンシップ事業

学生と受入企業のマッチングを行う情報システムを活用し、県内企業におけるインターン

シップの活性化を促進

(3) 就職説明会等開催事業

求職者と県内企業との出会いの場として、「ふるさと就職説明会」等を開催

ＵＩＪターンセミナーの様子 ふるさと就職説明会の様子

○改外国人留学生等就職促進事業（オールみやざき営業課） ３百万円
外国人留学生等の就職や企業の外国人採用を支援する各種事業を実施し、高度な知識や専門

性を有する外国人留学生等の本県への就職促進を図る。

(1) 外国人留学生等就職サポート事業

① 外国人留学生等の就職・採用に係る相談窓口設置

② 県内企業への受入促進

外国人留学生等の採用を検討する企業を対象とした研修会の開催及びインターンシップ

のあっせん

(2) 九州グローバル人材活用促進事業

外国人留学生の就職・採用を支援するため、九州各県が共同で求人求職マッチングサイト

を運営
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○改みやざき産業人財育成事業（学校政策課） ４百万円
県立高校の職業学科等の生徒が、将来、宮崎で自分の力を発揮したいという志を高めるため、

他学科や他校と連携・協働して県産食材などの地域資源を活用した新たな商品開発等に取り組

む。

また、地域の産業界と連携し、生徒の専門力を強化することにより、即戦力となる産業人財

を育成する。

(1) 専門分野の横断的研究により地域課題の解決等に挑戦する取組

① 地域課題の解決や地域の魅力を掘り起こす合同研修会等

合同研修会（５月）、各校における研究（５月～２月）、成果報告会（２月）

② 他学科の学びを取り入れた新たな価値を生み出すものづくり

(2) 地域資源の活用を目指す取組

① 地域資源の活用を目指す商品やサービスの開発

（例）地元産業界と連携した商品開発、県産食材を活用したメニューの研究等

② 高度な技能などを持つ地域人材を活用した講習会等の実施

(3) 高い専門力を備えた産業人財の育成

① 先端技術や最新設備を有する企業等への現場見学

② 福祉科生徒の介護技術向上に向けた研究

・高齢者福祉施設における長期実習

・介護技術コンテストに向けた研究

(4) 先端技術等を身に付けた指導者の育成

教職員を対象とした先端技術講習会等の実施

（例）畜産技術、測量技術講習会への参加、介護技術指導力向上のための施設実習

地域の魅力に目を向ける取組

(2)地域資源の活用を目指す取組

(1)専門分野の横断的研究により地域課題の
解決等に挑戦する取組(新たな取組)

(4)先端技術等を身に付けた指導者
の育成

(3)高い専門力を備えた産業人財
の育成

専門性を高める取組

○本県産業を深く理解し、専門分野に留まらず幅広い視野をもった人財
○地域資源の魅力を向上・発信できる人財
○社会の情報化や専門技術の高度化に対応できる人財
○介護福祉士の国家資格を取得し、質の高い介護技術等を身に付けた人財

今後の育成すべき産業人財像

みやざき創生に資する産業人財の育成

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○新高校生の県内企業理解・職場定着推進事業（学校政策課） ２６百万円
県内就職率の向上と職場定着を図るため、県内８地域において、高校と産業関係団体等のネ

ットワークを強化し、生徒・保護者・教職員が県内就職への関心を高め、県内企業の魅力を理

解するための取組等を実施する。

(1) 企業と高校のネットワーク強化

① 県立高校と産業関係団体、行政等とのつながりを強化するための「就職支援エリアコー

ディネーター」を県内８地域に配置

② エリアネットワーク会議を各地域で開催

(2) 生徒と企業の出会いの場の提供

① 職業系高校３年生を対象とした企業見学会の実施

② 工業科の高校１、２年生を対象とした企業見学会の実施

(3) キャリア教育の支援

① インターンシップや企業見学、講師派遣が可能な企業の拡充と活用

② 実践的な技能・技術を身に付けるためのインターンシップ等の実施

(4) 保護者に対する情報提供

各地域で保護者対象の企業見学会を実施するとともに、体感した企業の魅力などの情報を

参加者以外の保護者にも発信

※関連する取組として｢宮崎でかなえる・つながる！高校生県内就職促進事業（p.28）｣参照

高校生の県内就職促進・職場定着支援に向けた取組

１ 企業と高校のネットワーク強化

◇ 高校・産業関係団体・行政等が共通認識のも
と、一体的に取り組む体制を強化

２ 生徒と企業の出会いの場の提供

２８年度 ２９年度

（１）就職支援エリアコーディネーター（県内８地域、県立高校支援）の配置。商工
観光労働部が配置する県内就職支援員（私立）とも連携

（２）エリアネットワーク会議（高校・産業関係団体・行政）を県内８地域で開催
※ 商工観光労働部と連携した取組
企業と高校進路指導担当者とのワークショップの開催

◇ 求人票だけでは伝わりにくい地元企業の魅力
や宮崎で働く意義等に、直接触れる機会を各地
域で提供

◇ メディアを活用した地元企業の紹介をとおし、
県内就職促進へ向けた機運の醸成

３ キャリア教育の支援

４ 保護者に対する情報提供

（１）職業系高校３年生を対象とした企業見学会（県立）
※ 商工観光労働部と連携した取組

高校２年生を対象とした企業説明会の開催
高校１年生を対象とした県内大学・専門学校・
企業との体験フェアの開催

◇ インターンシップや、より専門的かつ実
践的に現場での技術等を体験できるデュア
ルシステムを他分野にも拡大し、キャリア
教育が効果的に行えるよう支援

（１）インターンシップや企業見学、講師派遣が可能な企業の拡充と集約した企業
等データを学校へ配信

（２）実践的な技能・技術を身に付けるためのインターンシップ等の実施
※ 商工観光労働部と連携した取組

宮崎版デュアルシステムの構築に向けたモデル事業（工業高校、商業高校）

◇ 地元宮崎の企業の魅力や、地元就職の
魅力を保護者に直接伝える機会の提供
普通科系学科の保護者向け説明会も開
催し、県外進学者がＵターン時に必要な
情報を提供

※ 企業説明会、体験フェア、企業見学会への
参加呼びかけ

新 工業科の高校１、２年生
を対象とした企業見学会
の実施（県立）

新 保護者向け企業見学会の実施
（県内８地域）。保護者が体感
した企業の魅力などの情報を参
加者以外の保護者にも発信

※ 企業説明会の講師は商工観光
労働部の人材を活用

○高校生の県内就職率５４．８％ ⇒ 目標値６５．０％（Ｈ３２．３）

※ 28年度の取組に加え、新を実施

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化



- 32 -

② 都市との交流促進

○新都市と地方の連携で築くまち・ひと・しごと交流拡大事業（総合政策課）
１百万円

関東圏以外の新たな都市との交流人口や企業間取引の拡大

等を検討する「地方創生フォーラム」を開催する。

【参考】

川崎市との連携・協力の取組

【平成２６年１１月に協定締結】

○新音楽でつなぐ都市と地方の市民交流拡大事業（文化文教課） ２百万円
川崎市と本県の魅力や特色を生かした演奏会を川崎市と本県の文化施設が協働して行うこと

により、相互交流を図る。

【協働で行う演奏会プログラム】

・パイプオルガン公演の共同制作・上演

・音楽と伝統文化のコラボレーション

・郷土のアーティストの相互交流

など

メディキット県民文化

センター（県立芸術劇場）

ミューザ川崎

シンフォニーホール

● これまでの連携・協力の取組を

さらに充実

● 市民レベルの文化・スポーツの

交流や民間企業・団体間の連携・

協力を拡大

● 新たな都市との連携施策の展開

交流人口・企業間取引の拡大による「都市

と地方の共生」地方創生モデルの推進

川崎市長応接室の
木質化

● 国産木材等による豊かなまちづくり

● 活力や魅力のある産業づくり

● 新しい魅力を創造する人づくり

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○新都市と産地を結ぶ木づかいストーリーＰＲ事業
（山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室） ３百万円

都市との連携を契機に、本県の強みである木材を切り口とした地域のストーリーや資源循環

型の産業づくりの取組について、展示会や現地視察などでＰＲし、都市部の企業と県内企業の

交流を深め、共感してもらうことにより、他産地との差別化を図り、選ばれる産地として木材

の新たな需要機会を創出する。

(1) 木づかいストーリーＰＲセミナー等の開催

(2) 県内企業との意見交換会等の開催

川崎市保育園関係者の宮崎視察

○新イノベーション促進・新事業創出推進事業（産業振興課） １４５百万円
うち 知的財産交流会 １百万円

都市部の大企業等が保有する「開放特許」とそれを活用

したい本県の中小企業とのマッチングの機会として「知的

財産交流会」を開催し、中小企業の自社製品開発や新事業

展開を支援する。

【知的財産交流のイメージ】

付加価値・生産性向上

※イノベーション促進・新事業創出推進事業全体についてはp.110参照

● 企業ニーズの把握

● 新たな木材利活用企業の開拓
都市部の企業に、本県の自然や人との

交流を通して、木材を循環利用する「木

づかいストーリー」をＰＲ

● 県産材の新たな需要機会の創出

● 県内企業とのマッチングや新商品の

開発

マッチング
・特許権の実施許諾

・ノウハウの提供

・技術支援

・販路開拓支援

・新製品の開発

・新規事業への進出

・技術の高度化

大企業の「知」 中小企業の「技」

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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③ 子育て支援とワークライフバランスの充実強化

○みやざき女性の活躍加速化事業（生活・協働・男女参画課） ４百万円
女性の多様な働き方を実践できる環境づくりや女性個人が意欲と能力を発揮できる環境づく

りを推進し、女性も男性も共に活躍できる社会づくりを目指して、企業、関係団体、行政等が

一体となり設立した働く女性の活躍を推進するための「みやざき女性の活躍推進会議」の取組

等を支援する。

(1) 「みやざき女性の活躍推進会議」強化支援

女性が就業継続できる環境の整備や女性の管理職等へのキャリアアップを進める企業の取

組を促進するため、研修会や意見交換会等を開催し、企業のネットワークを強化

(2) 女性の活躍サポート強化

女性の就業、起業、新たな分野へのチャレンジを支援するため、関係機関により情報の共

有化を図るとともに、県内の様々な分野で活躍している女性個人や団体を表彰

○不妊治療費等助成事業（健康増進課） ９７百万円
子どもを安心して生み、健やかに育てる環境づくりを推進するため、不妊・不育治療を受け

る夫婦を支援する。

(1) 不妊に悩む夫婦への特定治療費助成事業

① 特定不妊治療費助成事業

ア 対象者

指定医療機関において、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けた夫婦

イ 助成額

治療１回当たり１５万円まで（初回の治療に限り、３０万円まで）

② 男性不妊治療費助成事業

ア 対象者

特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療を受けた夫婦

イ 助成額

治療１回当たり１５万円まで

(2) 不育症治療費助成事業

ア 対象者

ヘパリン又はアスピリンを主とした不育症治療を受けた夫婦

イ 助成額

１妊娠期間当たり８万円まで

(3) 市町村一般不妊治療費助成事業費補助金

人工授精等の一般不妊治療費の助成を実施する市町村を支援

・実施主体 市町村（補助率 １／２以内）

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

○新大学生が自らの未来を描くライフデザイン事業（こども政策課） ３百万円
未婚化・晩婚化の流れをくい止めるため、大学生の意識調査やシンポジウムを開催するとと

もに、若者を対象としたライフデザインに関する出前講座を実施することにより、自らの将来

を考える機会を提供する。

(1) ライフデザインシンポジウム等事業

① 大学生の結婚や子育てに対する意識について、アンケート等により調査・分析

② 大学と共同で結婚や出産、子育て等について考えてもらうシンポジウムを開催

(2) ライフデザイン出前講座事業

中学、高校、大学、企業など幅広い層を対象に、ワークショップ等を活用し、若者が自ら

の未来について考える機会となるライフデザインの出前講座を実施

○みやざき結婚サポート事業（こども政策課） ２１百万円
少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化の進行を踏まえ、「みやざき結婚サポートセンタ

ー」において、結婚を希望する男女の出会いをサポートする。

(1) １対１のお見合い事業

結婚を希望する会員男女をシステム上でマッチングすることによる１対１のお見合い事業

の実施と企業や市町村等と連携し、独身者の登録を推進

(2) 「縁結びサポーター」事業

マッチング後の男女に対して個別に「お引合せ」を行い、交際に消極的な男女の間を取り

持ち、その背中を押すサポートを行うボランティア「縁結びサポーター」を養成するととも

に、より効果的な結婚支援を行うため、サポーターの情報交換会等を実施

○事業概念図

未婚化・晩婚化

少子化の進行
の一因

【平成２６年度 結婚・子育て意識調査より】

○いずれは結婚するつもり ･･･････ ８７．９％

若者の結婚観

しかし、そのうち

理想の相手が見つかるまでは結婚しなくても構わない・・・ ４７．６％

自分の「結婚」や「子育て」に対して現実味が希薄

自分の「結婚」や「子育て」を考える機会がない

地域県 大学等共同

②ライフデザイン出前講座事業

若者を対象としたライフデザイン出前講座の実施

大学生などの若者を対象に自らの「結婚」「妊娠・出産」「子育

て」について考える機会を提供するとともに、宮崎の少子化問題

についても考える場を提供する。

①ライフデザインシンポジウム等事業

大学等と共同し、大学生の結婚等に対する意識を調査・分

析するとともに、自分の結婚や出産、子育て等について考え

てもらうシンポジウムを開催する。

大学生が自らの未来を描くライフデザイン事業

○事業効果

・ 結婚や出産、子育てを、自分の近い将来のことととらえ、積極的に行動するきっかけを作ることが可能となる。

・ 県と大学が共同で調査・研究を進めることで、若者の意識を把握できるとともに、少子化対策に向けた今後の体制強化を図ることが

できる。

・ 地元での将来を描くきっかけを提供することにより、県の少子化対策に資することができる。

考える機会

の提供
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2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化

幼稚園教諭免許・保育士資格の取得 幼稚園教諭免許更新

養成施設の受講料の支援

補助対象経費：要した経費の
１／２が対象

負担率：国１／２、都道府県・中
核市１／２

免許・資格の取得に取り組
む職員の代替職員雇上費を
支援

１日あたり ６，２４０円

負担率：国１／２、都道府県・
中核市１／２

幼稚園教諭免許更新にかかる
受講料の支援

補助対象経費：要した経費の
１／２が対象

負担率：国１／２、都道府県・中
核市１／２

○子育て支援乳幼児医療費助成事業（こども政策課） ９０５百万円
子育て家庭の負担を軽減し、安心して子どもを生み、育てられる環境づくりを推進するため、

小学校入学前の乳幼児に対して医療費の一部を助成する。

(1) 助成対象、自己負担額等

助成対象年齢 自己負担額 所得制限

入 院 ０歳－小学校入学前まで
３５０円 なし

入院外
０歳－３歳未満

３歳－小学校入学前まで ８００円 あり（旧児童手当準拠）

※自己負担額は１診療報酬明細書当たりの額

(2) 給付方法 現物給付

・実施主体 市町村（補助率 １／２）

○改保育教諭等確保支援事業（こども政策課） ５百万円
幼保連携型認定こども園等の円滑な運営に資するため、保育教諭として必要な幼稚園教諭免

許又は保育士資格の取得等を支援する。

(1) 幼稚園教諭免許・保育士資格取得に係る受講料等補助事業

認定こども園等に勤務する者について、幼稚園教諭免許及び保育士資格を取得する場合の

受講料等を支援

・実施主体 事業者（補助率 国１／４、県１／４）

(2) 幼稚園教諭免許更新に係る受講料等補助事業

認定こども園等に勤務する者について、幼稚園教諭免許を更新するために要した免許更新

講習の受講料等を支援

・実施主体 事業者（補助率 国１／４、県１／４）

(3) 代替幼稚園教諭・保育士雇上費補助事業

認定こども園等に勤務する幼稚園教諭免許を有している者が保育士資格を取得する場合、

又は保育士資格を有している者が幼稚園教諭免許を取得する場合に、代替職員の雇上費を支

援

・実施主体 事業者（補助率 国１／４、県１／４）
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○みやざき子育てサポート・ファミサポ推進事業（こども政策課） １１百万円
相互援助による子育て支援の仕組みであるファミリー・サポート・センター（ファミサポ）

が設置されていない市町村への支援とファミサポ利用の拡大に向けて取り組む。

(1) みやざき子育てサポート事業

「子どもの一時預かり」を受託する者を「子育てサポーター」として登録し、子育て家庭

からの要請に基づき、要請者宅等において預かり保育を実施

(2) ファミサポ・アドバイザー研修事業

ファミサポに従事するアドバイザーや市町村職員の資質向上を図るとともに、ファミサポ

事業の円滑な運営に必要な研修を実施

○放課後児童クラブ事業（こども政策課） ６２６百万円
市町村が実施する放課後児童クラブの運営を支援することにより、児童が安心して生活でき

る居場所を確保するとともに、児童の健全育成及び保護者の仕事と家庭の両立支援を図る。

・実施主体 市町村（補助率 １／３）

(1) 放課後児童健全育成事業

授業終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供するため、放課後児童クラブの運営に要す

る費用の一部を補助

(2) 放課後児童クラブ整備事業

放課後児童クラブの設置促進等を図るため、小学校の余裕教室等の改修などの施設整備に

要する費用の一部を補助

(3) 放課後児童クラブ支援事業

事業の円滑な実施を図るため、障がい児の受入れに必要な専門的知識等を有する指導員の

配置や小学校の敷地外の放課後児童クラブへの送迎支援、小学校敷地外の民家・アパート等

を活用した場合の賃借に要する費用の一部を補助

(4) 放課後児童支援員等処遇改善事業

放課後児童支援員等の処遇改善に取り組むとともに、１８時３０分を超えて事業を行う者

に対して、職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助

(5) 障害児受入強化推進事業

５人以上の障がい児を受け入れる場合に、障がい児の受入れに必要となる専門的知識等を

有する放課後児童支援援員等を複数配置するために必要な費用の一部を補助

(6) 小規模放課後児童クラブ支援事業

児童の数が１９人以下の小規模な放課後児童クラブに複数の放課後児童支援員等を配置す

るために必要な費用の一部を補助

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○未来みやざき子育て県民運動推進強化事業（こども政策課） ６百万円
子育てを社会全体で応援する気運を醸成するため、「未来みやざき子育て県民運動」を通し

て、子育てへの理解促進、意識啓発を図るとともに、「地域」「家庭」「職場・企業」における

多面的な子育て支援の取組を推進する。

(1) 「子育てを考える県民シンポジウム」開催事業

結婚、妊娠・出産を含む子育て全般に対する理

解の促進、意識啓発のため、県民が「子育て」を

考える機会となるシンポジウムを開催

(2) 県民運動等啓発事業

県民運動の趣旨や取組等を県ＨＰで紹介

(3) 子育て応援カード利用促進事業

子育て家庭へのサービスを提供する「子育て応

援カード協賛店」の募集及び啓発

応援ｶｰﾄﾞ新規協賛店のｻｰﾋﾞｽのPRの様子

○改児童家庭支援センター設置運営事業（こども家庭課） ２４百万円
児童虐待の未然防止や施設退所後のアフターフォロー、里親等への支援等のため、児童家庭

支援センターを県南地区に新たに設置するとともに、更なる地域支援体制等の充実・強化を図

る。

(1) 児童家庭支援センター運営事業

① 地域の家庭の児童養育に関して抱える様々な問題に対する相談支援

② 児童相談所や市町村からの求めに応じて行う指導等

③ 里親やファミリーホームへの支援

(2) 里親トレーニング事業（県央地区の１か所で全県下を対象）

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○改虐待相談対応機能強化事業（こども家庭課） ６百万円
全国的に増え続ける児童虐待に的確に対応するため、弁護士との連携や一時保護された児童

の処遇充実など、児童相談所の虐待対応機能を強化する。

(1) 法的対応機能強化事業

弁護士から専門的な助言を得て、児童の安全確保に迅速・的確に対応

(2) 親子関係再構築事業

① 保護者指導カウンセリング事業

保護者に対するカウンセリングなど心理的側面等からのケア

② 親子関係再構築プログラム事業

児童相談所や児童養護施設等の職員に対する専門性・処遇力向上のための研修

(3) 一時保護所機能強化事業

① 障害等援助協力員配置事業

被虐待又は発達障害等により不適切行動がある一時保護児童への治療プラグラムの実施

② 休日等における処遇力向上事業

休日等における一時保護所での外部講師による保護児童に対する指導

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○新退所児童等アフターケアセンター設置運営事業（こども家庭課） ８百万円
児童養護施設等の退所を控えた児童や、既に退所した児童等の社会的自立を支援するため、

入所中から退所後を通じた生活・就職に関する相談対応や、就職後のフォローアップ等を専門

に行うアフターケアセンターを設置・運営する。

企 業

大 学 等

退 所 児 童 等
ア フ タ ー ケ ア セ ン タ ー

（相談員2名）

宮崎県

児童養護施設等 里親等

企画コンペで
決定

就 職

進 学
委託
児童

入居
児童

退所
児童

・自立生活への不安等の相談対応

・児童の進路や求職活動等の問題に対する相談対応

・生活技能等を修得するための講習会の開催

退所
児童

退所後の支援

・生活上の問題等（住居、交友関係等）の
相談対応
・就業や求職上の問題、就学と生活の
両立に関する問題等の相談対応退所前の支援

児童養護施設退所者等
自立支援資金貸付事業
（県社会福祉協議会）

・就職者に対する家賃の貸付（５年間の就業継続で返還免除）
・進学者に対する家賃・生活費の貸付（５年間の就業継続で返還免除）
・資格取得に要する費用の貸付（２年間の就業継続で返還免除）

資金貸付

宮崎県

補助

両事業の連携で、より効果的な
自立支援が図られる

委託契約

運営

社会福祉法人
Or

NPO法人等

不安など

・ハローワークの活用や面接の付き添い

・退所児童等が気軽に集まる場を提供し、
自助グループ活動の育成支援等

・子ども同士の交流等を図る活動

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化



- 41 -

○新児童養護施設小規模グループケア改修事業（こども家庭課） １１百万円
宮崎県家庭的養護推進計画に基づき、社会福祉法人が実施する児童養護施設の本体施設改修

を支援し、家庭的な養育環境を整備する。

・実施主体 社会福祉法人（補助率 国１／２、県１／４）

○ひとり親家庭キャリアアップ自立支援事業（こども家庭課） ２７百万円
就業の効果的な促進、自立を支援するため、職業能力開発に取り組むひとり親家庭の親に対

し給付金等を支給する。

(1) 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親が、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、受

講料の一部を支給

(2) 自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の親が、職業能力の開発のための対象講座を受講した場合、講座修了後に受

講料の一部を支給

(3) 高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の親が、看護師、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するため

に１年以上修業する場合で、就業（育児）と修業の両立が困難なとき、生活費の負担軽減の

ための給付を実施

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○改「働き方改革」シニア活躍応援事業（雇用労働政策課） ８百万円
企業の人手不足の解消、社会・経済の維持・発展のため、これまでに培った知識や技術を有

する高年齢者と、そうした人材を求める企業とのマッチングを支援し、高年齢者の生活の安定、

生きがいの向上、健康の維持・増進等を促進する。

(1) 就業開拓コーディネーターの配置

高年齢者を対象とした求人情報の収集・就業機会の開拓を行うコーディネーターの配置

(2) 高年齢者就業応援窓口の設置

県内３か所に高年齢者就業応援窓口を設置し、高年齢者の就労相談及び「人材バンクシス

テム」を活用したマッチング等を支援

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○新女性の就労アシスト事業（雇用労働政策課） １１百万円
女性の就労意欲を積極的に喚起していくために、子ども連れでも参加しやすい就労応援イベ

ントを開催し、就労につながるきっかけや就労関連情報を得ることのできる場を提供する。

また、女性をはじめ多様な人材が活躍できるよう、企業における働きやすい職場環境づくり

を支援する。

(1) 女性再就職支援セミナー・面談会開催事業

関係団体、企業等と連携し、女性の再就職支援のためのセミナーや企業との面談会、行政

施策等の情報提供などを行うイベントを開催

(2) 「仕事と家庭の両立応援宣言」事業所登録強化事業

両立応援推進員や社会保険労務士の派遣により、既に両立応援宣言を行った事業所のフォ

ローアップを行うとともに、一定の基準を満たした事業所を両立応援優良事業所として認証

【女性再就職支援セミナー・面談会開催事業イメージ図】

【「仕事と家庭の両立応援宣言」事業所登録強化事業イメージ図】

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○改学校の教育相談体制充実のための外部専門家活用事業（学校政策課）５０百万円
教育相談体制を支援する専門家を公立学校に配置・派遣する体制を充実させ、いじめや不登

校等の問題の解決を図るとともに、学校だけでは解決困難な事案への迅速な対応を行う。

(1) スクールカウンセラー（ＳＣ）体制拡大

① 県立学校への配置

・県内４エリアの拠点校にＳＣを各１名配置

・県立学校の教育相談担当教員の資質向上のための指導

② 中学校の配置校増

＜配置校数＞ ７９校→８３校（４校増）

(2) ＳＣの資質向上

ＳＣの資質向上を目指した連絡協議会の開催

（スクールソーシャルワーカー等との合同連絡協議会と併せて実施）

(3) いじめ問題の解決に向けた支援チームの設置・派遣

学校だけでは解決困難ないじめ問題が発生した際、緊急支援チームを学校に派遣し、調査

・検証、支援を実施

県教育委員会

学校の教育相談体制充実のための外部専門家活用事業

活用

※ 小学校には、要請に応じ
各学校区の中学校から派遣する。

拠点校

配置校

派遣校

県内４エリアの拠点校に
ＳＣを各１名配置

全１２６校中８３校に配置

配置校以外を１１ブロック

に分け、要請に応じて派遣

●県いじめ問題対策連絡協議会

●県いじめ問題対策委員会

●緊急支援チームの設置・派遣

関係機関等が協議を行い、本県の

いじめ防止対策の検証と成果の普及
を図る。

・県のいじめ防止等の取組について
専門的知見から審議を行う。
・県立学校での重大事態発生時に、
事実関係の調査を行う。

専門家の助言や支援が必要な場合、
すみやかに専門家を学校に派遣する。

弁護士、大学教員、臨床心理士、
警察官OB、教員OBなど

改

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化
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○県立特別支援学校整備事業（特別支援教育室） ３４百万円
児童生徒の増加や障がい程度の重度・重複化、多様化による教室不足や長時間通学に対応す

るため、新たに教室等の整備を行うことにより、児童生徒への負担軽減を図る。

(1) 教室整備

教室不足が特に顕著な都城きりしま支援学校と日向ひまわり支援学校に、新たに教室を整

備（平成２９年度に設計、３０年度に本体工事予定。軽量鉄骨構造による整備）

(2) スクールバスの増便

長時間通学が課題となっている日南くろしお支援学校と近年児童生徒が急増しているみな

みのかぜ支援学校にそれぞれ１台のスクールバスを増便

軽量鉄骨構造校舎

2(1) 人口減少対策と中山間地域対策の強化


